
 

Ⅳ．組織体制 

医療に係る安全管理のための部門（安全対策・再発防止に関すること）と医療事故の対応および紛争対応のた

めの部門（リスク管理に関すること）として組織を構成する。 

１）医療安全管理体制機能図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療安全推進室会議 

※2 

※1 予期せぬ死亡事例

発生時には、「医療事故

調査制度に関する医療

事故調査委員会」として

開催する 
 
※2 レベル 3ｂ以上の

出来事報告の中で、医療

事故調査委員会が必要と

判断した事例について事

例検討会議を開催する 

病院長 医療安全管理委員会 医療事故調査委員会 

各部門 

全職員 

セーフティーマネジャー（医療安全推進担当者） 

 

リスクマネジャー（リスクマネジメント責任者） 

 

※1 

医療事故対応会議 

事例検討会議 

リスク管理に関すること 安全対策・再発防止に関すること 

医療安全推進室 

専従スタッフ 
医療安全管理者 
事務職 

兼任スタッフ 

医薬品安全管理責任者 
医療機器安全管理責任者 
医療事故・紛争担当職員 
医師、看護師、臨床検査技師 

など 

相談窓口（医療対話推進者） 

医療安全管理責任者（医療安全推進室長） 
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